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(57)【要約】
【課題】役物５０１の動作を確認すること。
【解決手段】複数の動作パターン（上下動のみ，上下動
＋回転）で動作可能な役物５０１と、可動物の動作を制
御する演出制御用ＣＰＵ１２０とを備え、演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０は、パチンコ遊技機１を起動するときに、初
期動作パターンで役物５０１を動作させ、初期動作パタ
ーンは、複数の動作パターンを混合して成るパターンで
ある。または、初期動作パターンは、複数の動作パター
ンの各々で役物５０１を動作させるパターンである。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行なうことが可能な遊技機であって、
　複数の動作パターンで動作可能な可動物と、
　前記可動物の動作を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記遊技機を起動するときに、初期動作パターンで前記可動物を動作
させ、
　前記初期動作パターンは、複数の動作パターンを混合して成るパターンである、遊技機
。
【請求項２】
　遊技を行なうことが可能な遊技機であって、
　複数の動作パターンで動作可能な可動物と、
　前記可動物の動作を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記遊技機を起動するときに、初期動作パターンで前記可動物を動作
させ、
　前記初期動作パターンは、複数の動作パターンの各々で前記可動物を動作させるパター
ンである、遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。詳しくは、遊技を行なうことが可能な遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技の演出として動作可能な役物で動作パターンが複数ある遊技機があった（た
とえば、特許文献１参照）。この遊技機においては、遊技機の起動時に役物を原点位置に
移動させる初期動作が実行される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１２８５１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、このような遊技機においては、初期動作において役物（可動物）を原点位置に
移動させるだけであり、複数の動作パターンの動作が可能かどうかを確認できないといっ
た問題があった。
【０００５】
　この発明はかかる事情に鑑み考え出されたものであり、その目的は、可動物の動作を確
認することが可能な遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）　遊技を行なうことが可能な遊技機（たとえば、パチンコ遊技機１，スロットマ
シン）であって、
　複数の動作パターン（たとえば、上下動のみ，上下動＋回転）で動作可能な可動物（た
とえば、役物５０１）と、
　前記可動物の動作を制御する制御手段（たとえば、演出制御用ＣＰＵ１２０）とを備え
、
　前記制御手段は、前記遊技機を起動するときに、初期動作パターンで前記可動物を動作
させ（たとえば、図９のステップＳ５１Ａ）、
　前記初期動作パターンは、複数の動作パターンを混合して成るパターンである（たとえ
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ば、図１２～図１４参照）。
【０００７】
　このような構成によれば、遊技機を起動するときに、遊技中の複数の動作パターンを混
合して成るパターンで可動物が動作させられる。その結果、可動物の動作を確認すること
が可能な遊技機を提供することができる。
【０００８】
　（２）　遊技を行なうことが可能な遊技機（たとえば、パチンコ遊技機１，スロットマ
シン）であって、
　複数の動作パターン（たとえば、上下動のみ，上下動＋回転）で動作可能な可動物（た
とえば、役物５０１）と、
　前記可動物の動作を制御する制御手段（たとえば、演出制御用ＣＰＵ１２０）とを備え
、
　前記制御手段は、前記遊技機を起動するときに、初期動作パターンで前記可動物を動作
させ（たとえば、図９のステップＳ５１Ａ）、
　前記初期動作パターンは、複数の動作パターンの各々で前記可動物を動作させるパター
ンである（たとえば、図１１参照）。
【０００９】
　このような構成によれば、遊技機を起動するときに、遊技中の複数の動作パターンの各
々で可動物を動作させるパターンで可動物が動作させられる。その結果、可動物の動作を
確認することが可能な遊技機を提供することができる。
【００１０】
　（３）　上記（１）または（２）の遊技機において、
　前記制御手段は、前記可動物の待機位置からの進出動作（たとえば、図１３の動作Ａ＋
動作Ｃ）および前記待機位置への後退動作（たとえば、図１３の動作Ｄ）が非対称である
ように前記可動物を動作させる。
【００１１】
　このような構成によれば、可動物の進出動作および後退動作の両方に遊技者を注目させ
ることができる。その結果、可動物の動作による遊技の演出の興趣を向上させることがで
きる。
【００１２】
　（４）　上記（３）の遊技機において、
　前記進出動作は、前記可動物が移動するとともに移動していないときに回転する動作（
たとえば、図１３の動作Ａ＋動作Ｃ）であり、
　前記後退動作は、前記可動物が回転しながら移動する動作（たとえば、図１３の動作Ｄ
）である。
【００１３】
　このような構成によれば、進出動作では移動動作および回転動作が別個に行なわれ、後
退動作では移動動作および回転動作が並行して行なわれる。その結果、待機位置への後退
を効率よく行なうことができる。
【００１４】
　（５）　上記（１）から（４）のいずれかの遊技機において、
　可変表示を行なって表示結果を導出表示する可変表示手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記可変表示が開始されるときには、前記初期動作パターンでの可動
物の動作を中止して前記可動物を待機位置に移動させる（たとえば、図９のステップＳ５
７～ステップＳ６０）。
【００１５】
　このような構成によれば、可動物の初期動作パターンでの動作によって可変表示が妨げ
られないようにすることができる。その結果、可変表示の興趣の低下を抑制することがで
きる。
【００１６】
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　（６）　上記（１）から（４）のいずれかの遊技機において、
　可変表示を行なって表示結果を導出表示する可変表示手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記初期動作パターンでの可動物の動作の実行中に前記可変表示が開
始されるときには、当該動作を継続する（たとえば、図９において、ステップＳ５７～ス
テップＳ６０の処理を含めない）。
【００１７】
　このような構成によれば、可変表示が開始された場合であっても、可動物の初期動作パ
ターンでの動作が継続される。その結果、可動物の動作をより確実に確認することができ
る。
【００１８】
　（７）　上記（１）から（６）のいずれかの遊技機において、
　前記制御手段は、前記遊技機を起動するときの前記可動物の位置によって前記初期動作
パターンを異ならせる（たとえば、図１５参照）。
【００１９】
　このような構成によれば、遊技機を起動するときの可動物の位置によって可動物の初期
動作パターンが異ならせられる。その結果、可動物の初期動作パターンでの動作を効率よ
く行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施の形態におけるパチンコ遊技機を示す正面である。
【図２】遊技制御基板（主基板）の回路構成例を示すブロック図である。
【図３】（Ａ）は、役物ユニットの概略を示す正面図であり、（Ｂ）は、役物ユニットの
概略を示す側面図である。
【図４】役物ユニットの概略を示す背面図である。
【図５】役物が回転している状態を示す役物ユニットの正面図である。
【図６】役物が第２位置へ落下した状態を示す役物ユニットの正面図である。
【図７】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図９】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
【図１０】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】役物の動作パターンを説明するための図である。
【図１２】役物の動作パターンの第１変形例を説明するための図である。
【図１３】役物の動作パターンの第２変形例を説明するための図である。
【図１４】役物の動作パターンの第３変形例を説明するための図である。
【図１５】役物の動作パターンの第４変形例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明に係る遊技機を実施するための形態を以下に説明する。まず、遊技機の一例であ
るパチンコ遊技機１の全体の構成について説明する。図１は、パチンコ遊技機１を正面か
らみた正面図である。図２は、主基板における回路構成の一例を示すブロック図である。
尚、以下の説明において、図１の手前側をパチンコ遊技機１の前方（前面、正面）側、奥
側を背面（後方）側、図１の左右側をパチンコ遊技機１の左右側として説明する。尚、本
実施の形態におけるパチンコ遊技機１の前面とは、遊技者側からパチンコ遊技機１を見た
ときに該遊技者と対向する対向面である。尚、本実施の形態におけるフローチャートの各
ステップの説明において、例えば「ステップＳ１」と記載する箇所を「Ｓ１」と略記する
場合がある。
【００２２】
　パチンコ遊技機（以下、遊技機と略記する場合がある）１は、大別して、遊技盤面を構
成する遊技盤（ゲージ盤）２と、遊技盤２を支持固定する遊技機用枠（台枠）３とから構
成されている。遊技盤２には、ガイドレールによって囲まれた、ほぼ円形状の遊技領域が
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形成されている。この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置か
ら発射されて打ち込まれる。
【００２３】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の右側方）には、第１特別図柄表示
装置４Ａと、第２特別図柄表示装置４Ｂとが設けられている。第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば７セグメントやドットマトリクスのＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）等から構成され、変動表示ゲームの一例となる特図ゲームにおいて
、各々を識別可能な複数種類の識別情報（特別識別情報）である特別図柄（「特図」とも
いう）が、変動可能に表示（変動表示または可変表示ともいう）される。例えば、第１特
別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、「０」～「９」を示す数字
や「－」を示す記号等から構成される複数種類の特別図柄を変動表示する。尚、第１特別
図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにおいて表示される特別図柄は、「０」～
「９」を示す数字や「－」を示す記号等から構成されるものに限定されず、例えば７セグ
メントのＬＥＤにおいて点灯させるものと消灯させるものとの組合せを異ならせた複数種
類の点灯パターンが、複数種類の特別図柄として予め設定されていればよい。
【００２４】
　複数種類の特別図柄には、それぞれに対応した図柄番号が付されている。一例として、
「０」～「９」を示す数字それぞれには、「０」～「９」の図柄番号が付され、「－」を
示す記号には、「１０」の図柄番号が付されていればよい。以下では、第１特別図柄表示
装置４Ａにおいて変動表示される特別図柄を「第１特図」ともいい、第２特別図柄表示装
置４Ｂにおいて変動表示される特別図柄を「第２特図」ともいう。
【００２５】
　第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはともに、例えば方形状に形成
されている。尚、第１特図の種類と第２特図の種類は同じ（例えば、ともに「０」～「９
」を示す数字、及び、「－」を示す記号）であってもよいし、種類が異なっていてもよい
。また、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂはそれぞれ、例えば「０
０」～「９９」を示す数字（あるいは２桁の記号）を変動表示するように構成されていて
もよい。
【００２６】
　遊技盤２における遊技領域の中央付近には、遊技盤２を前後方向に貫通する開口４００
が形成されており、該開口４００の後方に演出表示装置５が設けられている。演出表示装
置５は、該開口４００を介して遊技者から視認可能となっている。
【００２７】
　また、開口４００と演出表示装置５との間には役物５０１が配置されている。この役物
５０１は、後述する役物ユニット５００の一部を構成しており、該役物ユニット５００の
駆動により演出表示装置５の前方を上下動可能となっている。尚、役物５０１は、通常時
は演出表示装置５の表示を妨げないように演出表示装置５の上方に配置されている（図１
参照）。また、このように役物５０１が演出表示装置５の上方に配置されている状態では
、役物５０１の下部側のみが開口４００を介して遊技者から視認可能となっており、役物
５０１の上部側は遊技盤２の後方に配置されることで遊技者から視認不可能となっている
。以降、本実施の形態では、この役物５０１が通常時に配置される演出表示装置５の上方
位置を第１位置として説明する。
【００２８】
　演出表示装置５は、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）等から構成され、各種の演出画像を
表示する表示領域を形成している。演出表示装置５の表示領域では、特図ゲームにおける
第１特別図柄表示装置４Ａによる第１特図の変動表示や第２特別図柄表示装置４Ｂによる
第２特図の変動表示のそれぞれに対応して、例えば３つといった複数の変動表示部となる
演出図柄表示エリアにて、各々を識別可能な複数種類の識別情報（装飾識別情報）である
演出図柄が変動表示される。この演出図柄の変動表示も、変動表示ゲームに含まれる。
【００２９】
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　一例として、演出表示装置５の表示領域には、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示
エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒが配置されている。そして、特図ゲームにおいて第１特別図柄表
示装置４Ａにおける第１特図の変動と第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図の変動
のうち、いずれかが開始されることに対応して、「左」、「中」、「右」の各演出図柄表
示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおいて演出図柄（飾り図柄ともいう）の変動（例えば上下方
向のスクロール表示）が開始される。その後、特図ゲームにおける変動表示結果として確
定特別図柄が停止表示されるときに、演出表示装置５における「左」、「中」、「右」の
各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて、演出図柄の変動表示結果となる確定演出図
柄（最終停止図柄）が停止表示される。
【００３０】
　このように、演出表示装置５の表示領域では、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１
特図を用いた特図ゲーム、または、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた
特図ゲームと同期して、各々が識別可能な複数種類の演出図柄の変動表示を行い、変動表
示結果となる確定演出図柄を導出表示（あるいは単に「導出」ともいう）する。尚、例え
ば特別図柄や演出図柄といった、各種の表示図柄を導出表示するとは、演出図柄等の識別
情報を停止表示（完全停止表示や最終停止表示ともいう）して変動表示を終了させること
である。これに対して、演出図柄の変動表示を開始してから変動表示結果となる確定演出
図柄が導出表示されるまでの変動表示中には、演出図柄の変動速度が「０」となって、演
出図柄が停留して表示され、例えば微少な揺れや伸縮などを生じさせる表示状態となるこ
とがある。このような表示状態は、仮停止表示ともいい、変動表示における表示結果が確
定的に表示されていないものの、スクロール表示や更新表示による演出図柄の変動が進行
していないことを遊技者が認識可能となる。尚、仮停止表示には、微少な揺れや伸縮など
も生じさせず、所定時間（例えば１秒間）よりも短い時間だけ、演出図柄を完全停止表示
することなどが含まれてもよい。
【００３１】
　「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにて変動表示される
演出図柄には、例えば８種類の図柄（英数字「１」～「８」あるいは漢数字や、英文字、
所定のモチーフに関連する８個のキャラクタ画像、数字や文字あるいは記号とキャラクタ
画像との組合せなどであればよく、キャラクタ画像は、例えば人物や動物、これら以外の
物体、もしくは、文字などの記号、あるいは、その他の任意の図形を示す飾り画像であれ
ばよい）で構成される。演出図柄のそれぞれには、対応する図柄番号が付されている。例
えば、「１」～「８」を示す英数字それぞれに対して、「１」～「８」の図柄番号が付さ
れている。尚、演出図柄は８種類に限定されず、大当り組合せやハズレとなる組合せなど
適当な数の組合せを構成可能であれば、何種類であってもよい（例えば７種類や９種類な
ど）。
【００３２】
　演出図柄の変動表示が開始された後、変動表示結果となる確定演出図柄が導出表示され
るまでには、「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおいて
、例えば図柄番号が小さいものから大きいものへと順次に上方から下方へと流れるような
スクロール表示が行われ、図柄番号が最大（例えば「８」）である演出図柄が表示される
と、続いて図柄番号が最小（例えば「１」）である演出図柄が表示される。あるいは、演
出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒのうち少なくともいずれか１つ（例えば「左」の演出
図柄表示エリア５Ｌなど）において、図柄番号が大きいものから小さいものへとスクロー
ル表示を行って、図柄番号が最小である演出図柄が表示されると、続いて図柄番号が最大
である演出図柄が表示されるようにしてもよい。
【００３３】
　演出表示装置５の表示領域の下部の左右２箇所には、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第
２保留記憶表示エリア５Ｕが設定されている。第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記
憶表示エリア５Ｕでは、特図ゲームに対応した変動表示の保留記憶数（特図保留記憶数）
を特定可能に表示する保留記憶表示が行われる。
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【００３４】
　ここで、特図ゲームに対応した変動表示の保留は、普通入賞球装置６Ａが形成する第１
始動入賞口や、普通可変入賞球装置６Ｂが形成する第２始動入賞口を、遊技球が通過（進
入）することによる始動入賞に基づいて発生する。すなわち、特図ゲームや演出図柄の変
動表示といった変動表示ゲームを実行するための始動条件（「実行条件」ともいう）は成
立したが、先に成立した開始条件に基づく変動表示ゲームが実行中であることやパチンコ
遊技機１が大当り遊技状態に制御されていることなどにより、変動表示ゲームの開始を許
容する開始条件が成立していないときに、成立した始動条件に対応する変動表示の保留が
行われる。本実施の形態では、第１始動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始
動入賞に基づいて発生した保留記憶表示を丸型の白色表示とし、第２始動入賞口を遊技球
が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて発生した保留記憶表示を同様に丸型の
白色表示とする。
【００３５】
　尚、以下の説明において、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記憶表示エリア５Ｕ
を保留表示エリアと称することがあり、保留記憶数は、第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第
２保留記憶表示エリア５Ｕに表示される保留記憶表示の数により認識できるようになって
いる。更に、この保留記憶表示が集まった表示を保留表示と称することがある。
【００３６】
　第１保留記憶表示エリア５Ｄ、第２保留記憶表示エリア５Ｕにおける保留表示は、第１
始動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて発生したものであ
るか、第２始動入賞口を遊技球が通過（進入）することによる始動入賞に基づいて発生し
たものであるかに応じて、その表示態様（例えば表示色や形状）を異ならせても良い。尚
、本実施の形態においては、『実行』と『実施』とは同義である。
【００３７】
　図１に示す例では、保留記憶表示エリアとともに、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２
特別図柄表示装置４Ｂの上部と下部に、それぞれ、第１，第２特図保留記憶数を特定可能
に表示するための第１保留表示器２５Ａと第２保留表示器２５Ｂとが設けられている。第
１特図保留記憶数は、第１特図を用いた特図ゲームの実行が保留されている記憶数である
。第２特図保留記憶数は、第２特図を用いた特図ゲームの実行が保留されている記憶数で
ある。第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数とを加算した変動表示の保留記憶数は、
特に、合計保留記憶数ともいう。単に「特図保留記憶数」というときには、通常、第１特
図保留記憶数、第２特図保留記憶数及び合計保留記憶数のいずれも含む概念を指すが、特
に、これらの一部（例えば第１特図保留記憶数と第２特図保留記憶数を含む一方で合計保
留記憶数は除く概念）を指すこともあるものとする。
【００３８】
　また、本実施の形態では、特別図柄の変動表示に同期して演出図柄の変動表示が実行さ
れるのであるが、このように演出表示装置５を用いた演出を行う場合において、例えば、
演出図柄の変動表示を含む演出内容が画面上から一瞬消えるような演出が行われたり、可
動物が画面上の全部または一部を遮蔽するような演出が行われるなど、近年においては演
出態様が多様化してきている。そのため、演出表示装置５上の表示領域を見ていても、現
在変動表示中の状態であるのか否か認識しにくい場合も生じている。よって、これら現在
変動表示中の状態であるのか否か認識しにくいことを解消することを目的として、演出表
示装置５に、演出図柄と特別図柄および普通図柄とに次ぐ第４図柄を表示する第４図柄表
示エリアを設けても良い。これら第４図柄は、第１特別図柄の変動表示に同期して第１特
別図柄用の第４図柄の変動表示が行われるとともに、第２特別図柄の変動表示に同期して
第２特別図柄用の第４図柄の変動表示が行われるようにすれば良い。尚、第４図柄は、常
に一定の動作で変動表示され、画面上から消えたり遮蔽物で遮蔽されたりすることはない
ため、常に視認することができる。
【００３９】
　演出表示装置５の下方には、普通入賞球装置６Ａと、普通可変入賞球装置６Ｂとが設け
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られている。普通入賞球装置６Ａは、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態
に保たれる始動領域（第１始動領域）としての第１始動入賞口を形成する。普通可変入賞
球装置６Ｂは、図２に示す普通電動役物用となるソレノイド８１によって、垂直位置とな
る通常開放状態と傾動位置となる拡大開放状態とに変化する一対の可動翼片を有する電動
チューリップ型役物（普通電動役物）を備え、始動領域（第２始動領域）としての第２始
動入賞口を形成する。
【００４０】
　一例として、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電動役物用のソレノイド８１がオフ状
態であるときに可動翼片が垂直位置となることにより、遊技球が第２始動入賞口を通過（
進入）しがたい通常開放状態となる。その一方で、普通可変入賞球装置６Ｂでは、普通電
動役物用のソレノイド８１がオン状態であるときに可動翼片が傾動位置となる傾動制御に
より、遊技球が第２始動入賞口を通過（進入）しやすい拡大開放状態となる。尚、普通可
変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態であるときでも、第２始動入賞口には遊技球が進入可
能であるものの、拡大開放状態であるときよりも遊技球が進入する可能性が低くなるよう
に構成してもよい。あるいは、普通可変入賞球装置６Ｂは、通常開放状態において、例え
ば第２始動入賞口を閉鎖することなどにより、第２始動入賞口には遊技球が進入しないよ
うに構成してもよい。このように、第２始動領域としての第２始動入賞口は、遊技球が通
過（進入）しやすい拡大開放状態と、遊技球が通過（進入）しにくいまたは通過（進入）
できない通常開放状態とに変化する。
【００４１】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば
図２に示す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出される。普通可変入賞球装置６Ｂに形
成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示す第２始動口スイ
ッチ２２Ｂによって検出される。第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球が検出された
ことに基づき、所定個数（例えば３個）の遊技球が賞球として払い出され、第１特図保留
記憶数が所定の上限値（例えば「４」）未満であれば、第１始動条件が成立する。第２始
動口スイッチ２２Ｂによって遊技球が検出されたことに基づき、所定個数（例えば３個）
の遊技球が賞球として払い出され、第２特図保留記憶数が所定の上限値（例えば「４」）
未満であれば、第２始動条件が成立する。尚、第１始動口スイッチ２２Ａによって遊技球
が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数と、第２始動口スイッチ２２Ｂによ
って遊技球が検出されたことに基づいて払い出される賞球の個数は、互いに同一の個数で
あってもよいし、異なる個数であってもよい。
【００４２】
　普通入賞球装置６Ａと普通可変入賞球装置６Ｂの下方位置には、特別可変入賞球装置７
が設けられている。特別可変入賞球装置７は、図２に示す大入賞口扉用となるソレノイド
８２によって開閉駆動される大入賞口扉を備え、その大入賞口扉によって開放状態と閉鎖
状態とに変化する特定領域としての大入賞口を形成する。
【００４３】
　一例として、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２がオフ状態で
あるときに大入賞口扉が大入賞口を閉鎖状態として、遊技球が大入賞口を通過（進入）で
きなくする。その一方で、特別可変入賞球装置７では、大入賞口扉用のソレノイド８２が
オン状態であるときに大入賞口扉が大入賞口を開放状態として、遊技球が大入賞口を通過
（進入）しやすくする。このように、特定領域としての大入賞口は、遊技球が通過（進入
）しやすく遊技者にとって有利な開放状態と、遊技球が通過（進入）できず遊技者にとっ
て不利な閉鎖状態とに変化する。尚、遊技球が大入賞口を通過（進入）できない閉鎖状態
に代えて、あるいは閉鎖状態の他に、遊技球が大入賞口を通過（進入）しにくい一部開放
状態を設けてもよい。
【００４４】
　大入賞口を通過（進入）した遊技球は、例えば図２に示すカウントスイッチ２３によっ
て検出される。カウントスイッチ２３によって遊技球が検出されたことに基づき、所定個



(9) JP 2017-205379 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

数（例えば１５個）の遊技球が賞球として払い出される。こうして、特別可変入賞球装置
７において開放状態となった大入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、例えば第１
始動入賞口や第２始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときより
も多くの賞球が払い出される。したがって、特別可変入賞球装置７において大入賞口が開
放状態となれば、その大入賞口に遊技球が進入可能となり、遊技者にとって有利な第１状
態となる。その一方で、特別可変入賞球装置７において大入賞口が閉鎖状態となれば、大
入賞口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることが不可能または困難になり、遊技者
にとって不利な第２状態となる。
【００４５】
　遊技盤２の所定位置（図１に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器２
０が設けられている。一例として、普通図柄表示器２０は、第１特別図柄表示装置４Ａや
第２特別図柄表示装置４Ｂと同様に７セグメントやドットマトリクスのＬＥＤ等から構成
され、特別図柄とは異なる複数種類の識別情報である普通図柄（「普図」あるいは「普通
図」ともいう）を変動可能に表示（変動表示）する。このような普通図柄の変動表示は、
普図ゲーム（「普通図ゲーム」ともいう）と称される。
【００４６】
　普通図柄表示器２０の上方には、普図保留表示器２５Ｃが設けられている。普図保留表
示器２５Ｃは、例えば４個のＬＥＤを含んで構成され、通過ゲート４１を通過した有効通
過球数としての普図保留記憶数を表示する。
【００４７】
　遊技盤２の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車
及び多数の障害釘が設けられている。また、第１始動入賞口、第２始動入賞口及び大入賞
口とは異なる入賞口として、例えば所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれ
る単一または複数の一般入賞口が設けられてもよい。この場合には、一般入賞口のいずれ
かに進入した遊技球が所定の一般入賞球スイッチによって検出されたことに基づき、所定
個数（例えば１０個）の遊技球が賞球として払い出されればよい。遊技領域の最下方には
、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。
【００４８】
　遊技機用枠３の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ８Ｌ，８Ｒ
が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果ランプ９が設けられている。パ
チンコ遊技機１の遊技領域における各構造物（例えば普通入賞球装置６Ａ、普通可変入賞
球装置６Ｂ、特別可変入賞球装置７等）の周囲には、装飾用ＬＥＤが配置されていてもよ
い。遊技機用枠３の右下部位置には、遊技媒体としての遊技球を遊技領域に向けて発射す
るために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）が設けられている。
例えば、打球操作ハンドルは、遊技者等による操作量（回転量）に応じて遊技球の弾発力
を調整する。打球操作ハンドルには、打球発射装置が備える発射モータの駆動を停止させ
るための単発発射スイッチや、タッチリング（タッチセンサ）が設けられていればよい。
【００４９】
　遊技領域の下方における遊技機用枠３の所定位置には、賞球として払い出された遊技球
や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）
する上皿（打球供給皿）が設けられている。遊技機用枠３の下部には、上皿から溢れた余
剰球などを、パチンコ遊技機１の外部へと排出可能に保持（貯留）する下皿が設けられて
いる。
【００５０】
　下皿を形成する部材には、例えば下皿本体の上面における手前側の所定位置（例えば下
皿の中央部分）などに、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ３１
Ａが取り付けられている。スティックコントローラ３１Ａは、遊技者が把持する操作桿を
含み、操作桿の所定位置（例えば遊技者が操作桿を把持したときに操作手の人差し指が掛
かる位置など）には、トリガボタンが設けられている。トリガボタンは、遊技者がスティ
ックコントローラ３１Ａの操作桿を操作手（例えば左手など）で把持した状態において、
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所定の操作指（例えば人差し指など）で押引操作することなどにより所定の指示操作がで
きるように構成されていればよい。操作桿の内部には、トリガボタンに対する押引操作な
どによる所定の指示操作を検出するトリガセンサが内蔵されていればよい。
【００５１】
　スティックコントローラ３１Ａの下部における下皿の本体内部などには、操作桿に対す
る傾倒操作を検出するコントローラセンサユニット３５Ａが設けられていればよい。例え
ば、コントローラセンサユニット３５Ａは、パチンコ遊技機１と正対する遊技者の側から
みて操作桿の中心位置よりも左側で遊技盤２の盤面と平行に配置された２つの透過形フォ
トセンサ（平行センサ対）と、この遊技者の側からみて操作桿の中心位置よりも右側で遊
技盤２の盤面と垂直に配置された２つの透過形フォトセンサ（垂直センサ対）とを組合せ
た４つの透過形フォトセンサを含んで構成されていればよい。
【００５２】
　上皿を形成する部材には、例えば上皿本体の上面における手前側の所定位置（例えばス
ティックコントローラ３１Ａの上方）などに、遊技者が押下動作などにより所定の指示操
作を可能なプッシュボタン３１Ｂが設けられている。プッシュボタン３１Ｂは、遊技者か
らの押下動作を、機械的、電気的、あるいは、電磁的に、検出できるように構成されてい
ればよい。プッシュボタン３１Ｂの設置位置における上皿の本体内部などには、プッシュ
ボタン３１Ｂに対してなされた遊技者による押下動作を検出するプッシュセンサ３５Ｂが
設けられていればよい。
【００５３】
　役物ユニット５００は、図３（Ａ）、図３（Ｂ）及び図４に示すように、基台６００Ｌ
，６００Ｒを備えている。これら基台６００Ｌ，６００Ｒのうち基台６００Ｌは、遊技盤
２と演出表示装置５との間において開口４００の左側端縁よりも左方に配置されており、
基台６００Ｒは遊技盤２と演出表示装置５との間において開口の右側端縁よりも右方に配
置されている。つまり、これら基台６００Ｌ，６００Ｒは、遊技盤２と演出表示装置５の
間において、遊技者から視認不能なように配置されている。
【００５４】
　また、役物５０１は、両基台６００Ｌ，６００Ｒ間の中央に配置されている。役物５０
１を回転させるための第２演出用モータ５１１は、右方である基台６００Ｒおよび左方で
ある基台６００Ｌに向けて延設された連結アーム５０２に取付けられている。役物５０１
は、第２演出用モータ５１１の回転軸に取付けられている。第２演出用モータ５１１が回
転することにより、役物５０１が図５で示すように演出表示装置５の表示面と平行に回転
する。該連結アーム５０２の端部５０３Ｒは、基台６００Ｒの前面に上下方向に沿って設
けられた案内レール５０５Ｒにより上下方向に移動可能に支持されている。該連結アーム
５０２の反対側の端部５０３Ｌは、基台６００Ｌの前面に上下方向に沿って設けられた案
内レール５０５Ｌにより上下方向に移動可能に支持されている。つまり、本実施の形態の
役物５０１は、基台６００Ｌ，６００Ｒにそれぞれ設けられた案内レール５０５Ｌ，Ｒに
沿って上下方向に移動可能となっている。更に、連結アーム５０２の左方の端部５０３Ｌ
には、該端部５０３Ｌよりも更に左方に向けて延設された延設部５０４が設けられている
。
【００５５】
　連結アーム５０２の右方の端部５０３Ｒには、ワイヤ５０８の一端が接続されている。
ワイヤ５０８は、基台６００Ｒの上端部を回りこんで基台６００Ｒの後方（背面側）まで
引き出され、他端が基台６００Ｒの後方に設けられた巻取プーリー５０７に固着されてい
る。尚、基台６００Ｒの上端部には、ワイヤ５０８をガイドするガイドローラ５０９ａ，
５０９ｂが取り付けられている。
【００５６】
　基台６００Ｒの後方には、更に第１演出用モータ５１０と電磁クラッチ５２０が配置さ
れており、巻取プーリー５０７と第１演出用モータ５１０とは電磁クラッチ５２０を介し
て連結可能となっている。尚、電磁クラッチ５２０を介して巻取プーリー５０７と第１演
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出用モータ５１０とが連結されている連結状態では、第１演出用モータ５１０を駆動させ
ることにより該電磁クラッチ５２０を介して巻取プーリー５０７を回転させ、該巻取プー
リー５０７によるワイヤ５０８の巻取りが可能となっている。
【００５７】
　尚、本実施の形態の第１演出通用モータ５１０は、巻取プーリー５０７によるワイヤ５
０８の巻取りにより役物５０１を第１位置まで移動させた状態において、巻取プーリー５
０７との連結を電磁クラッチ５２０により維持することで、該第１演出用モータ５１０に
生じる回転抵抗により役物５１０の右側を第１位置に支持するようになっている。
【００５８】
　基台６００Ｌの前面には、ストッパー５１３と回転体５１２が設けられている。このう
ちストッパー５１３は、基台６００Ｌの前面における案内レール５０５Ｌ上端部の左側に
配置されている。このストッパー５１３は支持片５１３ａを備えており、オン状態とオフ
状態を切り替えることで該支持片５１３ａを案内レール５０５Ｌとの間で進退可能となっ
ている。特に、ストッパー５１３は、役物５０１が第１位置に配置された状態で支持片５
１３ａを案内レール５０５Ｌに向けて突出させることで延設部５０４の下方に支持片５１
３ａを配置させることが可能となっている。
【００５９】
　このため、役物５０１の左側がストッパー５１３の支持片５１３ａに下方から支持され
るとともに、役物５０１の右側が前述した第１演出用モータ５１０の回転抵抗により上方
から吊持されることで、役物５０１は第１位置に配置されている状態を維持できるように
なっている。
【００６０】
　次に、このように構成された役物ユニット５００の動作について説明する。先ず、図３
（Ａ）に示すように役物５０１がストッパー５１３の支持片５１３ａ及び第１演出用モー
タ５１０の回転抵抗により第１位置にて支持されている状態において、ストッパー５１３
をオフ状態とするとともに、電磁クラッチ５２０による第１演出用モータ５１０と巻取プ
ーリー５０７の連結を解除して第１演出用モータ５１０と巻取プーリー５０７とを非連結
状態とすると、図６に示すように、支持片５１３ａ及び第１演出用モータ５１０による役
物５０１の支持が解除されることで、役物５０１が案内レール５０５Ｌ，５０５Ｒに沿っ
て自重落下する。尚、本実施の形態における自重落下とは役物５０１に特定の駆動手段等
による動力が働くことなく、役物５０１の自重（荷重）のみで落下することを指す。
【００６１】
　該役物５０１の自重落下は、案内レール５０５Ｌ，５０５Ｒの下端部に連結アーム５０
２の端部５０３Ｌ，５０３Ｒが係止されることで停止する。以降、本実施の形態では、こ
の役物５０１が自重落下により配置される位置を第２位置として説明する。
【００６２】
　尚、第２位置に配置された役物５０１を再び第１位置に移動させるには、電磁クラッチ
５２０により第１演出用モータ５１０と巻取プーリー５０７を連結させた連結状態で第１
演出用モータ５１０を駆動させることで巻取プーリー５０７によるワイヤ５０８の巻取り
を行い、役物５０１を案内レール５０５Ｌ，５０５Ｒに沿って第１位置に向けて移動させ
れば良い。更に、役物５０１を第１位置へ移動させた後は、電磁クラッチ５２０による第
１演出用モータ５１０と巻取プーリー５０７の連結状態を維持することに加え、ストッパ
ー５１３をオン状態とすることで延設部５０４を支持片５１３ａにて支持すれば良い。
【００６３】
　また、役物５０１が、第１位置にあるとき、自重落下しているとき、第２位置にあると
き、または、第１位置に戻されているときに、第２演出用モータ５１１を駆動させると、
図５に示すように、役物５０１が回転する。
【００６４】
　次に、パチンコ遊技機１における遊技の進行を概略的に説明する。パチンコ遊技機１で
は、遊技領域に設けられた通過ゲート４１を通過した遊技球が図２に示すゲートスイッチ
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２１によって検出されたことといった、普通図柄表示器２０にて普通図柄の変動表示を実
行するための普図始動条件が成立した後に、例えば前回の普図ゲームが終了したこととい
った、普通図柄の変動表示を開始するための普図開始条件が成立したことに基づいて、普
通図柄表示器２０による普図ゲームが開始される。
【００６５】
　この普図ゲームでは、普通図柄の変動を開始させた後、普図変動時間となる所定時間が
経過すると、普通図柄の変動表示結果となる確定普通図柄を停止表示（導出表示）する。
このとき、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字といった、特定の普通図柄（普
図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の変動表示結果が「普図当り」となる。その
一方、確定普通図柄として、例えば「７」を示す数字以外の数字や記号といった、普図当
り図柄以外の普通図柄が停止表示されれば、普通図柄の変動表示結果が「普図ハズレ」と
なる。普通図柄の変動表示結果が「普図当り」となったことに対応して、普通可変入賞球
装置６Ｂを構成する電動チューリップの可動翼片が傾動位置となる拡大開放制御（傾動制
御）が行われ、所定時間が経過すると垂直位置に戻る通常開放制御が行われる。
【００６６】
　普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口を通過（進入）した遊技球が図２に示
す第１始動口スイッチ２２Ａによって検出されたことなどにより第１始動条件が成立した
後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第１開始条件
が成立したことに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａによる特図ゲームが開始される。
また、普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口を通過（進入）した遊技球が
図２に示す第２始動口スイッチ２２Ｂによって検出されたことなどにより第２始動条件が
成立した後に、例えば前回の特図ゲームや大当り遊技状態が終了したことなどにより第２
開始条件が成立したことに基づいて、第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームが開始
される。
【００６７】
　第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームでは、特別図
柄の変動表示を開始させた後、特図変動時間としての変動表示時間が経過すると、特別図
柄の変動表示結果となる確定特別図柄（特図表示結果）を導出表示する。このとき、確定
特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄）が停止表示されれば、特定表示結果として
の「大当り」となり、大当り図柄とは異なる特別図柄が確定特別図柄として停止表示され
れば「ハズレ」となる。尚、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄）が停止
表示されるようにしても良く、これら所定表示結果としての所定の特別図柄（小当り図柄
）が停止表示される場合には、大当り遊技状態とは異なる特殊遊技状態としての小当り遊
技状態に制御すれば良い。
【００６８】
　特図ゲームでの変動表示結果が「大当り」になった後には、遊技者にとって有利なラウ
ンド（「ラウンド遊技」ともいう）を所定回数実行する特定遊技状態としての大当り遊技
状態に制御される。
【００６９】
　特図ゲームにおける確定特別図柄として大当り図柄が停止表示されて特定表示結果とし
ての「大当り」となった後、大当り遊技状態において、特別可変入賞球装置７の大入賞口
扉が、所定の上限時間（例えば２９秒間や０．１秒間）が経過するまでの期間あるいは所
定個数（例えば９個）の入賞球が発生するまでの期間にて、大入賞口を開放状態とする。
これにより、特別可変入賞球装置７を遊技者にとって有利な第１状態（開放状態）とする
ラウンドが実行される。
【００７０】
　ラウンドの実行中に大入賞口を開放状態とした大入賞口扉は、遊技盤２の表面を落下す
る遊技球を受け止め、その後に大入賞口を閉鎖状態とすることにより、特別可変入賞球装
置７を遊技者にとって不利な第２状態（閉鎖状態）に変化させて、１回のラウンドを終了
させる。大入賞口の開放サイクルであるラウンドは、その実行回数が所定の上限回数（例
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えば「１６」など）に達するまで、繰り返し実行可能となっている。尚、ラウンドの実行
回数が上限回数に達する前であっても、所定条件の成立（例えば大入賞口に遊技球が入賞
しなかったことなど）により、ラウンドの実行が終了するようにしてもよい。
【００７１】
　演出表示装置５に設けられた「左」、「中」、「右」の演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ
，５Ｒでは、第１特別図柄表示装置４Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームと、第２特
別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームとのうち、いずれかの特図ゲー
ムが開始されることに対応して、演出図柄の変動表示が開始される。そして、演出図柄の
変動表示が開始されてから「左」、「中」、「右」の各演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，
５Ｒにおける確定演出図柄の停止表示により変動表示が終了するまでの期間では、演出図
柄の変動表示状態が所定のリーチ状態となることがある。
【００７２】
　ここで、リーチ状態とは、演出表示装置５の表示領域にて停止表示された演出図柄が大
当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない演出図柄（「リーチ変
動図柄」ともいう）については変動が継続している表示状態、あるいは、全部又は一部の
演出図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態の
ことである。具体的には、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５
Ｒにおける一部（例えば「左」及び「右」の演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒなど）では予
め定められた大当り組合せを構成する演出図柄（例えば「７」の英数字を示す演出図柄）
が停止表示されているときに未だ停止表示していない残りの演出図柄表示エリア（例えば
「中」の演出図柄表示エリア５Ｃなど）では演出図柄が変動している表示状態、あるいは
、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒにおける全部又は一部
で演出図柄が大当り組合せの全部又は一部を構成しながら同期して変動している表示状態
である。
【００７３】
　また、リーチ状態となったことに対応して、演出図柄の変動速度を低下させたり、演出
表示装置５の表示領域に演出図柄とは異なるキャラクタ画像（人物等を模した演出画像）
を表示させたり、背景画像の表示態様を変化させたり、演出図柄とは異なる動画像を再生
表示させたり、演出図柄の変動態様を変化させたりすることで、リーチ状態となる以前と
は異なる演出動作が実行される場合がある。このようなキャラクタ画像の表示や背景画像
の表示態様の変化、動画像の再生表示、演出図柄の変動態様の変化といった演出動作を、
リーチ演出表示（あるいは単にリーチ演出）という。尚、リーチ演出には、演出表示装置
５における表示動作のみならず、スピーカ８Ｌ，８Ｒによる音声出力動作や、遊技効果ラ
ンプ９などの発光体における点灯動作（点滅動作）などを、リーチ状態となる以前の動作
態様とは異なる動作態様とすることが、含まれていてもよい。
【００７４】
　リーチ演出における演出動作としては、互いに動作態様（リーチ態様）が異なる複数種
類の演出パターン（「リーチパターン」ともいう）が、予め用意されていればよい。そし
て、それぞれのリーチ態様では「大当り」となる可能性（「信頼度」あるいは「大当り信
頼度」ともいう）が異なる。すなわち、複数種類のリーチ演出のいずれが実行されるかに
応じて、変動表示結果が「大当り」となる可能性を異ならせることができる。
【００７５】
　演出図柄の変動表示中には、リーチ演出とは異なり、演出図柄の変動表示状態がリーチ
状態となる可能性があることや、変動表示結果が「大当り」となる可能性があることなど
を、演出図柄の変動表示態様などにより遊技者に報知するための「滑り」や「擬似連」と
いった変動表示演出が実行されることがあるようにしてもよい。これら「滑り」や「擬似
連」の変動表示演出は、主基板１１の側で変動パターンが決定されることなどに対応して
実行するか否かが決定されればよい。尚、「滑り」の変動表示演出は、主基板１１の側で
決定された変動パターンにかかわらず、演出制御基板１２の側で実行するか否かが決定さ
れてもよい。
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【００７６】
　演出図柄の変動表示中には、リーチ演出あるいは「滑り」や「擬似連」などの変動表示
演出とは異なり、例えば所定の演出画像を表示することや、メッセージとなる画像表示や
音声出力、ランプ点灯などのように、演出図柄の変動表示動作とは異なる演出動作により
、演出図柄の変動表示状態がリーチ状態となる可能性があることや、スーパーリーチによ
るリーチ演出が実行される可能性があること、変動表示結果が「大当り」となる可能性が
あることなどを、遊技者に予め報知するための予告演出が実行されることがある。予告演
出となる演出動作は、「左」、「中」、「右」の演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｃ，５Ｒの
全部にて演出図柄の変動表示が開始されてから、演出図柄の変動表示状態がリーチ状態と
なるより前（「左」及び「右」の演出図柄表示エリア５Ｌ，５Ｒにて演出図柄が仮停止表
示されるより前）に実行（開始）されるものであればよい。また、変動表示結果が「大当
り」となる可能性があることを報知する予告演出には、演出図柄の変動表示状態がリーチ
状態となった後に実行されるものが含まれていてもよい。
【００７７】
　パチンコ遊技機１には、例えば図２に示すような主基板１１、演出制御基板１２、音声
制御基板１３、ランプ制御基板１４といった、各種の制御基板が搭載されている。また、
パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信
号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１
における遊技盤２などの背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、
インタフェース基板などといった、各種の基板が配置されている。
【００７８】
　主基板１１は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制
御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて
用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、
演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コ
マンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種
情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａ
と第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯
／消灯制御を行って第１特図や第２特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器２
０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普通図柄の変動表示を
制御することといった、所定の表示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。
【００７９】
　主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各
種スイッチからの検出信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送す
るスイッチ回路１１０、遊技制御用マイクロコンピュータ１００からのソレノイド駆動信
号をソレノイド８１，８２に伝送するソレノイド回路１１１などが搭載されている。
【００８０】
　演出制御基板１２は、主基板１１とは独立したサブ側の制御基板であり、中継基板１５
を介して主基板１１から伝送された制御信号を受信して、演出表示装置５、スピーカ８Ｌ
，８Ｒ、遊技効果ランプ９、第１演出用モータ５１０、第２演出用モータ５１１、電磁ク
ラッチ５２０及びストッパー５１３といった演出用の電気部品による演出動作を制御する
ための各種回路が搭載されている。すなわち、演出制御基板１２は、演出表示装置５にお
ける表示動作や、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力動作の全部または一部、遊技効果ラ
ンプ９などにおける点灯／消灯動作の全部または一部、役物５０１の動作といった、演出
用の電気部品に所定の演出動作を実行させるための制御内容を決定する機能を備えている
。
【００８１】
　音声制御基板１３は、演出制御基板１２とは別個に設けられた音声出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、スピーカ８Ｌ，８Ｒ
から音声を出力させるための音声信号処理を実行する処理回路などが搭載されている。ラ



(15) JP 2017-205379 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

ンプ制御基板１４は、演出制御基板１２とは別個に設けられたランプ出力制御用の制御基
板であり、演出制御基板１２からの指令や制御データなどに基づき、遊技効果ランプ９な
どにおける点灯／消灯駆動を行うランプドライバ回路などが搭載されている。
【００８２】
　図２に示すように、主基板１１には、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ
、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントスイッチ２３からの検出信号を伝送する配線が接
続されている。尚、ゲートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッ
チ２２Ｂ、カウントスイッチ２３は、例えばセンサと称されるものなどのように、遊技媒
体としての遊技球を検出できる任意の構成を有するものであればよい。また、主基板１１
には、第１特別図柄表示装置４Ａ、第２特別図柄表示装置４Ｂ、普通図柄表示器２０、第
１保留表示器２５Ａ、第２保留表示器２５Ｂ、普図保留表示器２５Ｃなどの表示制御を行
うための指令信号を伝送する配線が接続されている。
【００８３】
　主基板１１から演出制御基板１２に向けて伝送される制御信号は、中継基板１５によっ
て中継される。中継基板１５を介して主基板１１から演出制御基板１２に対して伝送され
る制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制
御コマンドには、例えば演出表示装置５における画像表示動作を制御するために用いられ
る表示制御コマンドや、スピーカ８Ｌ，８Ｒからの音声出力を制御するために用いられる
音声制御コマンド、遊技効果ランプ９や装飾用ＬＥＤの点灯動作などを制御するために用
いられるランプ制御コマンドが含まれている。
【００８４】
　主基板１１に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ１００は、例えば１チップの
マイクロコンピュータであり、遊技制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ
（Read Only Memory）１０１と、遊技制御用のワークエリアを提供するＲＡＭ（Random A
ccess Memory）１０２と、遊技制御用のプログラムを実行して制御動作を行うＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）１０３と、ＣＰＵ１０３とは独立して乱数値を示す数値データ
の更新を行う乱数回路１０４と、Ｉ／Ｏ（Input/Outputport）１０５とを備えて構成され
る。
【００８５】
　一例として、遊技制御用マイクロコンピュータ１００では、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０
１から読み出したプログラムを実行することにより、パチンコ遊技機１における遊技の進
行を制御するための処理が実行される。このときには、ＣＰＵ１０３がＲＯＭ１０１から
固定データを読み出す固定データ読出動作や、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に各種の変動
データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、ＣＰＵ１０３がＲＡＭ１０２に
一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動データ読出動作、ＣＰＵ１０３がＩ
／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュータ１００の外部から各種信号の入力を
受け付ける受信動作、ＣＰＵ１０３がＩ／Ｏ１０５を介して遊技制御用マイクロコンピュ
ータ１００の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【００８６】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＯＭ１０１には、ゲーム
制御用のプログラムの他にも、遊技の進行を制御するために用いられる各種の選択用デー
タ、テーブルデータなどが格納されている。例えば、ＲＯＭ１０１には、ＣＰＵ１０３が
各種の判定や決定、設定を行うために予め用意された複数の判定テーブルや決定テーブル
、設定テーブルなどを構成するデータが記憶されている。また、ＲＯＭ１０１には、ＣＰ
Ｕ１０３が主基板１１から各種の制御コマンドとなる制御信号を送信するために用いられ
る複数のコマンドテーブルを構成するテーブルデータや、変動パターンを複数種類格納す
る変動パターンテーブルを構成するテーブルデータなどが、記憶されている。
【００８７】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＲＡＭ１０２は、その一部
または全部が所定の電源基板において作成されるバックアップ電源によってバックアップ
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されているバックアップＲＡＭであればよい。すなわち、パチンコ遊技機１に対する電力
供給が停止しても、所定期間（バックアップ電源としてのコンデンサが放電してバックア
ップ電源が電力供給不能になるまで）は、ＲＡＭ１０２の一部または全部の内容は保存さ
れる。特に、少なくとも、遊技状態すなわち遊技制御手段の制御状態に応じたデータ（特
図プロセスフラグなど）と未払出賞球数を示すデータとは、バックアップＲＡＭに保存さ
れるようにすればよい。遊技制御手段の制御状態に応じたデータとは、停電等が生じた後
に復旧した場合に、そのデータにもとづいて、制御状態を停電等の発生前に復旧させるた
めに必要なデータである。また、制御状態に応じたデータと未払出賞球数を示すデータと
を遊技の進行状態を示すデータと定義する。
【００８８】
　図２に示す遊技制御用マイクロコンピュータ１００が備えるＩ／Ｏ１０５は、遊技制御
用マイクロコンピュータ１００に伝送された各種信号を取り込むための入力ポートと、遊
技制御用マイクロコンピュータ１００の外部へと各種信号を伝送するための出力ポートと
を含んで構成されている。
【００８９】
　図２に示すように、演出制御基板１２には、プログラムに従って制御動作を行う演出制
御用ＣＰＵ１２０と、演出制御用のプログラムや固定データ等を記憶するＲＯＭ１２１と
、演出制御用ＣＰＵ１２０のワークエリアを提供するＲＡＭ１２２と、演出表示装置５に
おける表示動作の制御内容を決定するための処理などを実行する表示制御部１２３と、演
出制御用ＣＰＵ１２０とは独立して乱数値を示す数値データの更新を行う乱数回路１２４
と、Ｉ／Ｏ１２５とが搭載されている。
【００９０】
　一例として、演出制御基板１２では、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１２１から読み
出した演出制御用のプログラムを実行することにより、演出用の電気部品による演出動作
を制御するための処理が実行される。このときには、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＯＭ１
２１から固定データを読み出す固定データ読出動作や、演出制御用ＣＰＵ１２０がＲＡＭ
１２２に各種の変動データを書き込んで一時記憶させる変動データ書込動作、演出制御用
ＣＰＵ１２０がＲＡＭ１２２に一時記憶されている各種の変動データを読み出す変動デー
タ読出動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介して演出制御基板１２の外部か
ら各種信号の入力を受け付ける受信動作、演出制御用ＣＰＵ１２０がＩ／Ｏ１２５を介し
て演出制御基板１２の外部へと各種信号を出力する送信動作なども行われる。
【００９１】
　演出制御用ＣＰＵ１２０、ＲＯＭ１２１、ＲＡＭ１２２は、演出制御基板１２に搭載さ
れた１チップの演出制御用マイクロコンピュータに含まれてもよい。
【００９２】
　演出制御基板１２には、演出表示装置５に対して映像信号を伝送するための配線や、音
声制御基板１３に対して音番号データを示す情報信号としての効果音信号を伝送するため
の配線、ランプ制御基板１４に対してランプデータを示す情報信号としての電飾信号を伝
送するための配線などが接続されている。
【００９３】
　尚、演出制御基板１２の側においても、主基板１１と同様に、例えば、予告演出等の各
種の演出の種別を決定するための乱数値（演出用乱数ともいう）が設定されている。
【００９４】
　図２に示す演出制御基板１２に搭載されたＲＯＭ１２１には、演出制御用のプログラム
の他にも、演出動作を制御するために用いられる各種のデータテーブルなどが格納されて
いる。例えば、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の判定や決定、設定を
行うために用意された複数の判定テーブルを構成するテーブルデータ、各種の演出制御パ
ターンを構成するパターンデータなどが記憶されている。
【００９５】
　一例として、ＲＯＭ１２１には、演出制御用ＣＰＵ１２０が各種の演出装置（例えば演
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出表示装置５やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９及び装飾用ＬＥＤ、演出用模型な
ど）による演出動作を制御するために使用する演出制御パターンを複数種類格納した演出
制御パターンテーブルが記憶されている。演出制御パターンは、パチンコ遊技機１におけ
る遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応して、その制御内容を示すデ
ータなどから構成されている。演出制御パターンテーブルには、例えば特図変動時演出制
御パターンと、予告演出制御パターンと、各種演出制御パターン等が、格納されていれば
よい。
【００９６】
　特図変動時演出制御パターンは、複数種類の変動パターンに対応して、特図ゲームにお
いて特別図柄の変動が開始されてから特図表示結果となる確定特別図柄が導出表示される
までの期間における、演出図柄の変動表示動作やリーチ演出、再抽選演出などにおける演
出表示動作、あるいは、演出図柄の変動表示を伴わない各種の演出表示動作といった、様
々な演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。予告演出制御パターンは
、例えば、予め複数パターンが用意された予告パターンに対応して実行される予告演出と
なる演出動作の制御内容を示すデータなどから構成されている。各種演出制御パターンは
、パチンコ遊技機１における遊技の進行状況に応じて実行される各種の演出動作に対応し
て、その制御内容を示すデータなどから構成されている。
【００９７】
　特図変動時演出制御パターンのうちには、例えばリーチ演出を実行する変動パターンご
とに、それぞれのリーチ演出における演出態様を異ならせた複数種類のリーチ演出制御パ
ターンが含まれてもよい。
【００９８】
　次に、本実施の形態におけるパチンコ遊技機１の動作（作用）を説明する。主基板１１
では、所定の電源基板からの電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ
１００が起動し、ＣＰＵ１０３によって遊技制御メイン処理となる所定の処理が実行され
る。遊技制御メイン処理を開始すると、ＣＰＵ１０３は、割込み禁止に設定した後、必要
な初期設定を行う。この初期設定では、例えばＲＡＭ１０１がクリアされる。また、遊技
制御用マイクロコンピュータ１００に内蔵されたＣＴＣ（カウンタ／タイマ回路）のレジ
スタ設定を行う。これにより、以後、所定時間（例えば、２ミリ秒）ごとにＣＴＣから割
込み要求信号がＣＰＵ１０３へ送出され、ＣＰＵ１０３は定期的にタイマ割込み処理を実
行することができる。初期設定が終了すると、割込みを許可した後、ループ処理に入る。
尚、遊技制御メイン処理では、パチンコ遊技機１の内部状態を前回の電力供給停止時にお
ける状態に復帰させるための処理を実行してから、ループ処理に入るようにしてもよい。
【００９９】
　こうした遊技制御メイン処理を実行したＣＰＵ１０３は、ＣＴＣからの割込み要求信号
を受信して割込み要求を受け付けると、図７のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割
込み処理を実行する。図７に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、ＣＰＵ１０
３は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路１１０を介してゲ
ートスイッチ２１、第１始動口スイッチ２２Ａ、第２始動口スイッチ２２Ｂ、カウントス
イッチ２３といった各種スイッチから入力される検出信号の状態を判定する（Ｓ１１）。
続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機１の異常診断
を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（Ｓ１２）。この後、所
定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチンコ遊技機１の外部に設置されたホ
ール管理用コンピュータに供給される大当り情報、始動情報、確率変動情報などのデータ
を出力する（Ｓ１３）。
【０１００】
　情報出力処理に続いて、主基板１１の側で用いられる遊技用乱数の少なくとも一部をソ
フトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（Ｓ１４）。この後、Ｃ
ＰＵ１０３は、特別図柄プロセス処理を実行する（Ｓ１５）。特別図柄プロセス処理では
、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた特図プロセスフラグの値をパチンコ遊技機１
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における遊技の進行状況に応じて更新し、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示
装置４Ｂにおける表示動作の制御や、特別可変入賞球装置７における大入賞口の開閉動作
設定などを、所定の手順で行うために、各種の処理が選択されて実行される。
【０１０１】
　特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（Ｓ１６）。ＣＰ
Ｕ１０３は、普通図柄プロセス処理を実行することにより、普通図柄表示器２０における
表示動作（例えばセグメントＬＥＤの点灯、消灯など）を制御して、普通図柄の変動表示
や普通可変入賞球装置６Ｂにおける可動翼片の傾動動作設定などを可能にする。
【０１０２】
　普通図柄プロセス処理を実行した後、ＣＰＵ１０３は、コマンド制御処理を実行するこ
とにより、主基板１１から演出制御基板１２などのサブ側の制御基板に対して制御コマン
ドを伝送させる（Ｓ１７）。これらの一例として、コマンド制御処理では、遊技制御バッ
ファ設定部１５５に設けられた送信コマンドバッファの値によって指定されたコマンド送
信テーブルにおける設定に対応して、Ｉ／Ｏ１０５に含まれる出力ポートのうち、演出制
御基板１２に対して演出制御コマンドを送信するための出力ポートに制御データをセット
した後、演出制御ＩＮＴ信号の出力ポートに所定の制御データをセットして演出制御ＩＮ
Ｔ信号を所定時間にわたりオン状態としてからオフ状態とすることなどにより、コマンド
送信テーブルでの設定に基づく演出制御コマンドの伝送を可能とする。コマンド制御処理
を実行した後には、割込み許可状態に設定してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了
する。
【０１０３】
　図８は、特別図柄プロセス処理として、図７に示すＳ１５にて実行される処理の一例を
示すフローチャートである。この特別図柄プロセス処理において、ＣＰＵ１０３は、まず
、始動入賞判定処理を実行する（Ｓ２１）。該始動入賞判定処理を実行した後、ＣＰＵ１
０３は、遊技制御フラグ設定部１５２に設けられた特図プロセスフラグの値に応じて、Ｓ
２２～Ｓ２９の処理のいずれかを選択して実行する。
【０１０４】
　始動入賞判定処理では、まず、普通入賞球装置６Ａに形成された第１始動入賞口への始
動入賞、または普通可変入賞球装置６Ｂに形成された第２始動入賞口への始動入賞が発生
しているか否かを判定する。そして、始動入賞が発生している場合は、図柄指定コマンド
のＥＸＴデータに、変動表示結果が「大当り」に決定されることを指定する値や、大当り
種別（確変、非確変）を指定する値を設定し、演出制御基板１２に対して送信する制御を
行う。
【０１０５】
　Ｓ２２の特別図柄通常処理は、特図プロセスフラグの値が“０”のときに実行される。
この特別図柄通常処理では、第１特図保留記憶部１５１Ａや第２特図保留記憶部１５１Ｂ
に記憶されている保留データの有無などに基づいて、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特
別図柄表示装置４Ｂによる特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、特別図
柄通常処理では、特図表示結果判定用の乱数値を示す数値データに基づき、特別図柄や演
出図柄の変動表示結果を「大当り」とするか否かを、その変動表示結果が導出表示される
前に決定（事前決定）する。さらに、特別図柄通常処理では、特図ゲームにおける特別図
柄の変動表示結果に対応して、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂに
よる特図ゲームにおける確定特別図柄（大当り図柄やハズレ図柄のいずれか）が設定され
る。特別図柄通常処理では、特別図柄や演出図柄の変動表示結果を事前決定したときに、
特図プロセスフラグの値が“１”に更新される。
【０１０６】
　Ｓ２３の変動パターン設定処理は、特図プロセスフラグの値が“１”のときに実行され
る。この変動パターン設定処理には、変動表示結果を「大当り」とするか否かの事前決定
結果などに基づき、変動パターン判定用の乱数値を示す数値データを用いて変動パターン
を複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。変動パターン設定処理が実行
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されて特別図柄の変動表示が開始されたときには、特図プロセスフラグの値が“２”に更
新される。
【０１０７】
　Ｓ２２の特別図柄通常処理やＳ２３の変動パターン設定処理により、特別図柄の変動表
示結果となる確定特別図柄や特別図柄および演出図柄の変動表示時間を含む変動パターン
が決定される。すなわち、特別図柄通常処理や変動パターン設定処理は、特図表示結果判
定用の乱数値、大当り種別判定用の乱数値、変動パターン判定用の乱数値を用いて、特別
図柄や演出図柄の変動表示態様を決定する処理を含んでいる。
【０１０８】
　Ｓ２４の特別図柄変動処理は、特図プロセスフラグの値が“２”のときに実行される。
この特別図柄変動処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにお
いて特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その特別図柄が変動を開始してから
の経過時間を計測する処理などが含まれている。例えば、Ｓ２４の特別図柄変動処理が実
行されるごとに、遊技制御タイマ設定部１５３に設けられた特図変動タイマにおける格納
値である特図変動タイマ値を１減算あるいは１加算して、第１特別図柄表示装置４Ａにお
ける第１特図を用いた特図ゲームであるか、第２特別図柄表示装置４Ｂにおける第２特図
を用いた特図ゲームであるかにかかわらず、共通のタイマによって経過時間の測定が行わ
れる。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否か
の判定も行われる。このように、Ｓ２４の特別図柄変動処理は、第１特別図柄表示装置４
Ａにおける第１特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動や、第２特別図柄表示装置４
Ｂにおける第２特図を用いた特図ゲームでの特別図柄の変動を、共通の処理ルーチンによ
って制御する処理となっていればよい。そして、特別図柄の変動を開始してからの経過時
間が特図変動時間に達したときには、特図プロセスフラグの値が“３”に更新される。
【０１０９】
　Ｓ２５の特別図柄停止処理は、特図プロセスフラグの値が“３”のときに実行される。
この特別図柄停止処理には、第１特別図柄表示装置４Ａや第２特別図柄表示装置４Ｂにて
特別図柄の変動を停止させ、特別図柄の変動表示結果となる確定特別図柄を停止表示（導
出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、遊技制御フラグ設定部１５２
に設けられた大当りフラグがオンとなっているか否かの判定などが行われ、大当りフラグ
がオンである場合には特図プロセスフラグの値が“４”に更新される。その一方で、大当
りフラグがオフである場合には、特図プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０１１０】
　Ｓ２６の大当り開放前処理は、特図プロセスフラグの値が“４”のときに実行される。
この大当り開放前処理には、変動表示結果が「大当り」となったことなどに基づき、大当
り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行
う処理などが含まれている。このときには、特図プロセスフラグの値が“５”に更新され
る。
【０１１１】
　Ｓ２７の大当り開放中処理は、特図プロセスフラグの値が“５”のときに実行される。
この大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や
、その計測した経過時間やカウントスイッチ２３によって検出された遊技球の個数などに
基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する
処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口扉用の
ソレノイド８２に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後、
特図プロセスフラグの値が“６”に更新される。
【０１１２】
　Ｓ２８の大当り開放後処理は、特図プロセスフラグの値が“６”のときに実行される。
この大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が大入賞口開
放回数最大値に達したか否かを判定する処理や、大入賞口開放回数最大値に達した場合に
大当り終了指定コマンドを送信するための設定を行う処理などが含まれている。そして、
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ラウンドの実行回数が大入賞口開放回数最大値に達していないときには、特図プロセスフ
ラグの値が“５”に更新される一方、大入賞口開放回数最大値に達したときには、特図プ
ロセスフラグの値が“７”に更新される。
【０１１３】
　Ｓ２９の大当り終了処理は、特図プロセスフラグの値が“７”のときに実行される。こ
の大当り終了処理には、演出表示装置５やスピーカ８Ｌ，８Ｒ、遊技効果ランプ９などと
いった演出装置により、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング
演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大当り遊技状
態の終了に対応して確変制御や時短制御を開始するための各種の設定（確変フラグや時短
フラグのセット）を行う処理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、特
図プロセスフラグの値が“０”に更新される。
【０１１４】
　次に、演出制御基板１２の動作を説明する。図９は、演出制御基板１２に搭載されてい
る演出制御用ＣＰＵ１２０が実行する演出制御メイン処理を示すフローチャートである。
演出制御用ＣＰＵ１２０は、電源が投入されると、メイン処理の実行を開始する。メイン
処理では、まず、ＲＡＭ領域のクリアや各種初期値の設定、また演出制御の起動間隔（例
えば、２ｍｓ）を決めるためのタイマの初期設定等を行うための初期化処理を行う（Ｓ５
１）。
【０１１５】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、役物初期動作処理を実行する（Ｓ５１Ａ）。役物初
期動作処理においては、役物５０１を初期動作パターンで初期動作させる。具体的には、
役物５０１に関する各モータの制御回路に動作パターンを送信する。制御回路は、この動
作パターンに従って各モータを制御する。この役物５０１の初期動作を遊技店の店員が確
認することによって役物５０１の動作確認をすることができる。役物５０１の初期動作が
開始されると、初期動作の終了を待たずに、演出制御用ＣＰＵ１２０は、次の処理（Ｓ５
２）を実行する。
【０１１６】
　なお、役物５０１の動作を確認するために各部に役物５０１の動作を確認するためのセ
ンサを設けてセンサからの信号に基づいて、演出制御用ＣＰＵ１２０が役物５０１の動作
確認をするようにしてもよい。たとえば、第１位置および第２位置に役物５０１があるか
否かを検知するフォトセンサを設けて、第１位置および第２位置に移動させる制御をした
ときに、それぞれの位置のフォトセンサから役物５０１があることを示す信号が出力され
れば、役物５０１が正常に動作していると判断するようにしてもよい。
【０１１７】
　本実施の形態の遊技機においては、リーチ演出として、複数の動作パターンのいずれか
で役物５０１を動作させる。図１１は、役物５０１の動作パターンを説明するための図で
ある。図１１を参照して、動作パターン１では、役物５０１が、第２位置まで自重落下し
た後（動作Ａ）、第１位置まで移動させられる（動作Ｂ）。動作パターン２では、役物５
０１は、第１位置で回転させられる（動作Ｃ）。
【０１１８】
　本実施の形態の場合、初期動作パターンは、動作パターン１と動作パターン２とを連続
して動作させるパターンである。つまり、初期動作パターンでは、動作Ａ、動作Ｂ、およ
び、動作Ｃの順で役物５０１が動作させられる。
【０１１９】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、タイマ割込フラグの監視（Ｓ５２）を行うループ処
理に移行する。タイマ割込が発生すると、演出制御用ＣＰＵ１２０は、タイマ割込処理に
おいてタイマ割込フラグをセットする。メイン処理において、タイマ割込フラグがセット
（オン）されていたら、演出制御用ＣＰＵ１２０は、そのフラグをクリアし（Ｓ５３）、
以下の処理を実行する。
【０１２０】
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　演出制御用ＣＰＵ１２０は、まず、受信した演出制御コマンドを解析し、受信した演出
制御コマンドに応じたフラグをセットする処理等を行う（コマンド解析処理：Ｓ５４）。
このコマンド解析処理において演出制御用ＣＰＵ１２０は、受信コマンドバッファに格納
されている主基板１１から送信されてきたコマンドの内容を確認する。尚、遊技制御用マ
イクロコンピュータ１００から送信された演出制御コマンドは、演出制御ＩＮＴ信号にも
とづく割込処理で受信され、ＲＡＭに形成されているバッファ領域に保存されている。コ
マンド解析処理では、バッファ領域に保存されている演出制御コマンドがどのコマンドで
あるのか解析する。
【０１２１】
　次いで、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセス処理を行う（Ｓ５５）。演出制
御プロセス処理では、制御状態に応じた各プロセスのうち、現在の制御状態（演出制御プ
ロセスフラグ）に対応した処理を選択して演出表示装置５の表示制御を実行する。
【０１２２】
　次いで、大当り図柄判定用乱数などの演出用乱数を生成するためのカウンタのカウント
値を更新する演出用乱数更新処理を実行する（Ｓ５６）。
【０１２３】
　次に、演出制御用ＣＰＵ１２０は、役物５０１の各モータの制御回路での制御状況を確
認することによって、役物５０１の初期動作を実行中であるか否かを判断する（Ｓ５７）
。初期動作を実行中である（Ｓ５７でＹＥＳ）と判断した場合、演出制御用ＣＰＵ１２０
は、後述する演出制御プロセスフラグの値が演出図柄変動開始処理に対応する値であるか
否かを確認することによって、特別図柄および演出図柄の変動表示が開始されたか否かを
判断する（Ｓ５８）。
【０１２４】
　変動表示が開始された（Ｓ５８でＹＥＳ）と判断した場合、演出制御用ＣＰＵ１２０は
、役物５０１の初期動作を中止させ（Ｓ５９）、役物５０１を待機位置である第１位置へ
移動させる（Ｓ６０）。その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、実行する処理をＳ５２に戻
す。
【０１２５】
　図１０は、演出制御メイン処理における演出制御プロセス処理（Ｓ５５）を示すフロー
チャートである。演出制御プロセス処理では、演出制御用ＣＰＵ１２０は、先ず、保留表
示予告演出の有無とともに保留記憶表示の表示パターンを決定する保留表示予告演出決定
処理を実行し（Ｓ７１）、次いで、演出表示装置５の第１保留記憶表示エリア５Ｄ及び第
２保留記憶表示エリア５Ｕにおける保留記憶表示を始動入賞時受信コマンドバッファの記
憶内容に応じた表示に更新する保留表示更新処理を実行する（Ｓ７２）。
【０１２６】
　その後、演出制御用ＣＰＵ１２０は、演出制御プロセスフラグの値に応じてＳ７３～Ｓ
７９のうちのいずれかの処理を行う。各処理において、以下のような処理を実行する。
【０１２７】
　変動パターンコマンド受信待ち処理（Ｓ７３）：遊技制御用マイクロコンピュータ１０
０から変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する。具体的には、コマンド解析
処理でセットされる変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否か確認する
。変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動
開始処理（Ｓ７４）に対応した値に変更する。
【０１２８】
　演出図柄変動開始処理（Ｓ７４）：演出図柄の変動が開始されるように制御する。そし
て、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動中処理（Ｓ７５）に対応した値に更新す
る。
【０１２９】
　演出図柄変動中処理（Ｓ７５）：変動パターンを構成する各変動状態（変動速度）の切
替タイミング等を制御するとともに、変動時間の終了を監視する。そして、変動時間が終
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了したら、演出制御プロセスフラグの値を演出図柄変動停止処理（Ｓ７６）に対応した値
に更新する。
【０１３０】
　演出図柄変動停止処理（Ｓ７６）：全図柄停止を指示する演出制御コマンド（図柄確定
コマンド）を受信したことにもとづいて、演出図柄の変動を停止し表示結果（停止図柄）
を導出表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り表示処理（Ｓ
７７）または変動パターンコマンド受信待ち処理（Ｓ７３）に対応した値に更新する。
【０１３１】
　大当り表示処理（Ｓ７７）：変動時間の終了後、演出表示装置５に大当りの発生を報知
するための画面を表示する制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り遊
技中処理（Ｓ７８）に対応した値に更新する。
【０１３２】
　大当り遊技中処理（Ｓ７８）：大当り遊技中の制御を行う。例えば、大入賞口開放中指
定コマンドや大入賞口開放後指定コマンドを受信したら、演出表示装置５におけるラウン
ド数の表示制御等を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を大当り終了演出処理（
Ｓ７９）に対応した値に更新する。
【０１３３】
　大当り終了演出処理（Ｓ７９）：演出表示装置５において、大当り遊技状態が終了した
ことを遊技者に報知する表示制御を行う。そして、演出制御プロセスフラグの値を変動パ
ターンコマンド受信待ち処理（Ｓ７３）に対応した値に更新する。
【０１３４】
　［変形例］
　（１）　前述した実施の形態においては、初期動作パターンが、図１１で示したような
、複数の動作パターンの各々で役物５０１などの可動物を動作させるパターンであること
とした。これにより、パチンコ遊技機１を起動するときに、遊技中の複数の動作パターン
の各々で動作させるパターンで役物５０１が動作させられる。その結果、役物５０１の動
作を確認することができる。
【０１３５】
　しかし、これに限定されず、初期動作パターンが、複数の動作パターンを混合して成る
パターンであってもよい。これにより、パチンコ遊技機１を起動するときに、遊技中の複
数の動作パターンを混合して成るパターンで役物５０１が動作させられる。その結果、役
物５０１の動作を確認することができる。
【０１３６】
　図１２は、役物の動作パターンの第１変形例を説明するための図である。たとえば、図
１２で示すように、役物５０１の動作パターンが図１１と同じである場合に、初期動作パ
ターンが、動作パターン１の動作Ａと動作Ｂとの間に、動作パターン２の動作Ｃを行なう
パターンであるようにしてもよい。このように、複数の動作パターンを混合して成るパタ
ーンは、複数の動作パターンを細分化した各部分を組合せたパターンである。
【０１３７】
　図１３は、役物の動作パターンの第２変形例を説明するための図である。図１３を参照
して、この変形例の動作パターン１は、図１１と同じである。動作パターン２は、動作パ
ターン１の動作Ａと同じ動作を行なった後、役物５０１が、第２位置で回転させられ（動
作Ｃ）、第１位置まで移動させられながら、回転された役物５０１を元の角度（向き）に
戻すように回転させられる（動作Ｄ）。この場合は、動作パターン１の自重落下する動作
Ａが、動作パターン２に含まれる。また、動作パターン１の第２位置から第１位置まで移
動する動作Ｂは、動作パターン２の動作Ｄに含まれる。このため、複数の動作パターンを
混合して成る初期動作パターンは、結果的に、動作パターン２と同じパターンとなる。
【０１３８】
　なお、図１３の動作パターン２のように、役物５０１が待機位置である第１位置から進
出する動作が、役物５０１が移動するとともに移動していないときに回転する動作（動作
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Ａ＋動作Ｃ）であり、第１位置に後退する動作が、役物５０１が回転しながら移動する動
作（動作Ｄ）であることによって、進出する動作では移動動作および回転動作が別個に行
なわれ、後退する動作では移動動作および回転動作が並行して行なわれる。その結果、待
機位置である第１位置への後退を効率よく行なうことができる。また、移動動作と並行し
て役物５０１が元の角度（向き）に戻されるので、効率よく元の状態に戻すことができる
。
【０１３９】
　また、進出する動作および後退する動作が非対称であるように役物５０１が動作させら
れる。これにより、両方の動作に遊技者を注目させることができる。その結果、役物５０
１の動作による遊技の演出の興趣を向上させることができる。
【０１４０】
　また、上述した図１１から図１３で示した回転動作が、遊技中の動作パターンでは複数
回行なわれる場合であっても、初期動作パターンでは１回だけ行なわれるようにしてもよ
い。このようにしても、回転動作を確認することができ、さらに、初期動作の時間を短縮
することができる。
【０１４１】
　図１４は、役物の動作パターンの第３変形例を説明するための図である。図１４を参照
して、この変形例では、動作パターン１は、役物が下へ移動させられた後、左へ移動させ
られ（動作Ｅ）、真中まで右へ移動させられた後、上へ移動させられる（動作Ｆ）。動作
パターン２は、役物が下へ移動させられた後、右へ移動させられ（動作Ｇ）、真中まで左
へ移動させられた後、上へ移動させられる（動作Ｈ）。
【０１４２】
　この場合、複数の動作パターンを混合して成る初期動作パターンが、動作Ｅの後、右端
まで役物が右へ移動させられ（動作Ｊ）、動作Ｈが行なわれる。
【０１４３】
　動作パターン１を細分化すると、動作Ｅは、役物が下へ移動させられる動作（動作ａ）
と、左へ移動させられる動作（動作ｂ）とに分けられる。動作Ｆは、役物が真中まで右へ
移動させられる動作（動作ｃ）と、上へ移動させられる動作（動作ｄ）とに分けられる。
動作Ｇは、動作ａと、役物が右へ移動させられる動作（動作ｅ）とに分けられる。動作Ｈ
は、役物が真中まで左へ移動させられる動作（動作ｆ）と、動作ｄとに分けられる。
【０１４４】
　これにより、初期動作パターン（動作Ｅ＋動作Ｊ＋動作Ｈ）は、複数の動作パターンを
細分化した各部分（動作ａ～ｆ）をすべて組合せたパターンである。これにより、複数の
動作パターンに含まれる動作すべてを確認することができる。
【０１４５】
　（２）　前述した実施の形態においては、図９のＳ５７～Ｓ６０で示したように、特別
図柄および演出図柄の変動表示が開始される場合、初期動作パターンでの役物５０１の初
期動作を中止して役物５０１を待機位置である第１位置へ移動させるようにした。これに
より、役物５０１の初期動作パターンでの初期動作によって変動表示が妨げられないよう
にすることができる。その結果、変動表示の興趣の低下を抑制することができる。
【０１４６】
　しかし、これに限定されず、図９の演出制御メイン処理において、Ｓ５７～Ｓ６０で示
した処理を含めないようにしてもよい。つまり、初期動作パターンでの役物５０１の初期
動作の実行中に特別図柄および演出図柄の変動表示が開始されるときには、初期動作を継
続するようにしてもよい。これにより、変動表示が開始された場合であっても、役物５０
１の初期動作パターンでの初期動作が継続される。その結果、役物５０１の動作をより確
実に確認することができる。
【０１４７】
　（３）　前述した実施の形態においては、初期動作パターンでの初期動作が、待機位置
から開始されるものとした。しかし、これに限定されず、パチンコ遊技機１を起動すると
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きの役物５０１の位置によって初期動作パターンを異ならせるようにしてもよい。これに
より、役物５０１の初期動作パターンでの初期動作を効率よく行なうことができる。
【０１４８】
　図１５は、役物の動作パターンの第４変形例を説明するための図である。図１５を参照
して、動作パターン１および動作パターン２が図１３で示したものと同じである場合、パ
チンコ遊技機１を起動するときの役物５０１の位置が第１位置であるときは、初期動作パ
ターンが、第１位置から動作が開始される動作パターン１で動作を行なった後、動作パタ
ーン２で動作を行なうパターンであることとする。パチンコ遊技機１を起動するときの役
物５０１の位置が第２位置であるときは、初期動作パターンが、動作パターン１の動作Ｂ
を行なった後、動作パターン２で動作を行なうパターンであることとする。この場合であ
っても、役物５０１の位置が第２位置であるときの初期動作パターンに、動作パターン１
の動作Ａも含まれる。なお、役物５０１の位置が第１位置であるときの初期動作パターン
を図１３の初期動作パターンと同じとしてもよい。これらの初期動作パターンによっても
、複数の動作パターンに含まれる動作すべてを確認することができる。
【０１４９】
　（４）　また、前記実施の形態では、遊技を行なうことが可能な遊技機の一例としてパ
チンコ遊技機１を例示しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、予
め定められた球数の遊技球が遊技機内部に循環可能に内封され、遊技者による貸出要求に
応じて貸し出された貸出球や、入賞に応じて付与された賞球数が加算される一方、遊技に
使用された遊技球数が減算されて記憶される、所謂、封入式遊技機にも本発明を適用可能
である。また、スロットマシンにも適用可能である。
【０１５０】
　（５）　また、本実施の形態では、変動時間及びリーチ演出の種類等の変動態様を示す
変動パターンを演出制御用ＣＰＵ１２０に通知するために、変動を開始するときに１つの
変動パターン指定コマンドを送信する例を示したが、２つ乃至それ以上のコマンドにより
変動パターンを演出制御用ＣＰＵ１２０に通知するようにしてもよい。具体的には、２つ
のコマンドにより通知する場合、ＣＰＵ１０３は、１つ目のコマンドでは、例えば、擬似
連の有無、滑り演出の有無等、リーチとなる以前（リーチとならない場合には所謂第２停
止の前）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信し、２つ目のコマンドではリーチの
種類や再抽選演出の有無等、リーチとなった以降（リーチとならない場合には所謂第２停
止の後）の変動時間や変動態様を示すコマンドを送信するようにしてもよい。この場合、
演出制御用ＣＰＵ１２０は２つのコマンドの組合せから導かれる変動時間に基づいて変動
表示における演出制御を行うようにすればよい。
【０１５１】
　尚、ＣＰＵ１０３の方では２つのコマンドのそれぞれにより変動時間を通知し、それぞ
れのタイミングで実行される具体的な変動態様については演出制御用ＣＰＵ１２０の方で
選択を行うようにしてもよい。２つのコマンドを送る場合、同一のタイマ割込内で２つの
コマンドを送信するようにしてもよく、１つ目のコマンドを送信した後、所定期間が経過
してから（例えば次のタイマ割込において）２つ目のコマンドを送信するようにしてもよ
い。尚、それぞれのコマンドで示される変動態様はこの例に限定されるわけではなく、送
信する順序についても適宜変更可能である。このように２つ乃至それ以上のコマンドによ
り変動パターンを通知する様にすることで、変動パターン指定コマンドとして記憶してお
かなければならないデータ量を削減することができる。
【０１５２】
　なお、今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０１５３】
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　１　パチンコ遊技機、１２０　演出制御用ＣＰＵ、５０１　役物、５０７　巻取プーリ
ー、５０８　ワイヤ、５１０　第１演出用モータ、５１１　第２演出用モータ、５１３　
ストッパー。
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